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正する訓令
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番 号 表 題 担当課名

１※ 徳島県教育委員会行政組織規則の一部を改
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【教育長訓令】

番 号 表 題 担当課名

１※ 教育長の権限に属する事務の委任に関する

規程及び徳島県教育委員会の事務の決裁及

び専決に関する規程の一部を改正する訓令



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
企
業
局
長

板

東

安

彦

徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条

徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
六
条
の
見
出
し
を
「
（
安
全
運
転
管
理
者
等
の
任
務
）
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
勤
務
状

況
を
」
を
「
勤
務
状
況
等
を
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、

同
条
中
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

運
転
し
よ
う
と
す
る
運
転
者
及
び
運
転
を
終
了
し
た
運
転
者
に
対
し
、
酒
気
帯
び
の
有
無
に
つ

い
て
、
当
該
運
転
者
の
状
態
を
目
視
等
で
確
認
す
る
こ
と
。

八

前
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
内
容
を
記
録
し
、
及
び
そ
の
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

第
一
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

課
長
等
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
運
転
管
理
者
の
選
任
を
要
し
な
い
場
合
に
お
い
て

は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
の
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
局
長
が
別
に
定
め
る
。

「

「

決
裁

欄
決

裁
欄

安
全
運
転

安
全
運
転

管
理
者
又

管
理
者
又

は
補
助
者

は
補
助
者

様
式
第
五
号
中

を
」

酒
気
帯
び

(
運
転
前
)

(
運
転
後
)

有
無

有
無



有
無

有
無

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
「そ

の
他
伝
達
事
項
を
記
入
す
る
こ
と

」
を
「そ

の
他
伝

。
有

無

有
無

有
無

有
無

有
無

有
無

有
無

有
無

」

達
事
項
を
記
入
す
る
こ
と

ま
た

酒
気
帯
び
の
有
無
の
確
認
者
に
あ
つ
て
は

そ
の
確
認
の
方
法

。
，

，

が
対
面
以
外
の
場
合
に
は
具
体
的
方
法
を
記
入
し

ア
ル
コ

ル
検
知
器
を
用
い
た
場
合
に
は

「検
知

，
ー

器

」と
記
入
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

。

第
二
条

徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
六
条
第
一
項
第
七
号
中
「
目
視
等
で
」
を
「
目
視
等
及
び
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
（
道
路
交
通
法

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
九
条
の
十
第
六
号
に
規
定
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
検

知
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
保
存
す
る
」
を
「
保
存
し
、
並

び
に
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
を
常
時
有
効
に
保
持
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同
年
十
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
様
式
第
五
号
に
相
当
す
る
同
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
様
式
第
五
号
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号

徳
島
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
長

中
央
病
院

上
司
の
命
を
受
け
、
緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
に
属
す
る
業
務
を

総
括
す
る
。

脳
神
経
セ
ン
タ
ー
長

三
好
病
院

上
司
の
命
を
受
け
、
脳
神
経
セ
ン
タ
ー
に
属
す
る
業
務
を
総

括
す
る
。

「

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
の
知
識
又
は
経
験

第
九
条
の
表
中

主
査

病
院

務
に
従
事
す
る
。

「

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
の
知
識
又

主
査

病
院

を
必
要
と
す
る
事

務
に
従
事
す
る
。

を

上
司
の
命
を
受
け
、
相
当
の
専
門
的

」

専
門
員

病
院

と
す
る
事
務
に
従
事
す
る
。

は
経
験
を
必
要
と
す
る
事

に
改
め
る
。

な
知
識
又
は
経
験
を
必
要

」

「
形
成
外
科

別
表
第
二
三
好
病
院
の
項
中
「
形
成
外
科
」
を

に
改
め
る
。

精
神
科

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
四
号

徳
島
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
（
以
下
「
各
局
長
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

別
表
第
二
服
務
関
係
事
項
の
項
第
二
号
の
６
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
よ
り
徳
島
県
職
員
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
」
に
改
め
、
「
、
」
を
削
り
、
同
６
を
同
号
の
７
と
し
、
同
号
の
５
中
「
に
よ
る
」
を
「
に

よ
り
徳
島
県
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
」
に
改
め
、
同
５
を
同
号
の
６
と
し
、
同
号
の
４
中
「
に

よ
る
」
を
「
に
よ
り
徳
島
県
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
」
に
、
「
部
分
休
業
」
を
「
育
児
部
分
休

業
」
に
改
め
、
同
４
を
同
号
の
５
と
し
、
同
号
の
１
か
ら
３
ま
で
を
１
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
号
に
１
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

第
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
所
属
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
指
定

別
表
第
二
そ
の
他
事
項
の
項
第
一
号
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
ま
で
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
第
十
六
号
中
「
局
長
」
を
「
病
院
局
長
、
副
局
長
及
び
病
院
局
次
長
（
以
下
「
病
院
局
長
等

」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
表
第
十
七
号
の
１
中
「
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
条
第
一
項

本
文
の
規
定
に
よ
る
病
院
局
長
等
の
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
指
定
及
び
同
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
又

は
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
号
の
２
中
「
局
長
」
を
「
病
院
局
長
等
」
に
改
め
、
同
号
の
３
中
「
に

よ
る
所
属
職
員
の
部
分
休
業
」
を
「
に
よ
り
徳
島
県
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
病
院
局
長
等
の
職

の
職
員
の
育
児
部
分
休
業
」
に
改
め
、
「
（
局
長
の
職
の
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同

号
の
４
中
「
に
よ
る
所
属
職
員
」
を
「
に
よ
り
徳
島
県
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
病
院
局
長
等
の

職
の
職
員
」
に
改
め
、
「
（
局
長
の
職
の
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
号
の
５
中
「
に

よ
る
所
属
職
員
」
を
「
に
よ
り
徳
島
県
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
病
院
局
長
等
の
職
の
職
員
」
に

改
め
、
「
、
」
及
び
「
（
局
長
の
職
の
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

別
表
第
七
第
二
十
二
号
の
６
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
よ
り
徳
島
県
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
」

に
改
め
、
「
、
」
を
削
り
、
同
６
を
同
号
の
７
と
し
、
同
号
の
５
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
よ
り
徳
島
県
職

員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
」
に
改
め
、
同
５
を
同
号
の
６
と
し
、
同
号
の
４
中
「
に
よ
る
所
属
職
員

の
部
分
休
業
」
を
「
に
よ
り
徳
島
県
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
所
属
職
員
の
育
児
部
分
休
業
」
に

改
め
、
同
４
を
同
号
の
５
と
し
、
同
号
の
１
か
ら
３
ま
で
を
１
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
号
に
１
と
し
て
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

１

第
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
所
属
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
指
定

別
表
第
八
総
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
七
号
の
３
を
削
り
、
同
号
の
４
中
「
局
長
」
を
「
病
院
局
長
」
に
改
め
、

同
４
を
同
号
の
３
と
し
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と

。



１

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
承
認

２

第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長

の
承
認

３

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
承
認
の
取
消
し

４

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認

５

第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
期

間
の
延
長
の
承
認

６

第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
の
取

消
し

７

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
の
指
示

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
五
号

徳
島
県
病
院
局
車
両
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
車
両
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条

徳
島
県
病
院
局
車
両
管
理
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
安
全
運
転
管
理
者
等
の
任
務
）
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
勤
務
状

況
を
把
握
し
」
を
「
勤
務
状
況
等
を
把
握
し
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
中
第
七
号

を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

運
転
し
よ
う
と
す
る
運
転
者
及
び
運
転
を
終
了
し
た
運
転
者
に
対
し
、
酒
気
帯
び
の
有
無
に
つ

い
て
、
当
該
運
転
者
の
状
態
を
目
視
等
で
確
認
す
る
こ
と
。

八

前
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
内
容
を
記
録
し
、
及
び
そ
の
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

課
長
等
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
運
転
管
理
者
の
選
任
を
要
し
な
い
場
合
に
お
い
て

は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
の
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

第
十
八
条
中
「
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令(

平
成
十
五
年
国
土

交
通
省
令
第
十
八
号)

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
と
み
な
さ

れ
る
者
」
を
削
り
、
「
二
年
」
の
下
に
「
（
同
令
第
三
十
一
条
の
三
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
の
適

用
を
受
け
て
選
任
さ
れ
る
整
備
管
理
者
に
あ
っ
て
は
、
五
年
）
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

車
庫
を
管
理
す
る
こ
と
。

「

「

決
裁

欄
決

裁
欄

安
全
運
転

安
全
運
転

管
理
者
又

管
理
者
又

は
補
助
者

は
補
助
者

様
式
第
三
号
中

を



酒
気
帯
び

(
運
転
前
)

(
運
転
後
)

有
無

有
無

有
無

有
無

有
無

有
無

有
無

「

「

有
無

良
否

に
、

を

良
否

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
「そ
の
他

有
無

」

」
有

無

有
無

有
無

有
無

有
無

伝
達
事
項
を
記
入
す
る
こ
と

」
を
「そ

の
他
伝
達
事
項
を
記
入
す
る
こ
と

ま
た

酒
気
帯
び
の

。
。

，

有
無
の
確
認
者
に
あ
っ
て
は

そ
の
確
認
の
方
法
が
対
面
以
外
の
場
合
に
は
具
体
的
方
法
を
記
入
し

，
，

ア
ル
コ

ル
検
知
器
を
用
い
た
場
合
に
は

「検
知
器

」と
記
入
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

ー
。

第
二
条

徳
島
県
病
院
局
車
両
管
理
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
七
号
中
「
目
視
等
で
」
を
「
目
視
等
及
び
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
（
道
路
交
通
法

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
九
条
の
十
第
六
号
に
規
定
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
検

知
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
保
存
す
る
」
を
「
保
存
し
、
並

び
に
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
を
常
時
有
効
に
保
持
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同
年
十
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
徳
島
県
病
院
局
車
両
管
理
規
程
様
式
第
三
号
に
相
当
す
る
同
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
徳
島
県
病
院
局
車
両
管
理
規
程
様
式
第
三
号
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
六
号

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
業
務
（
移
送
の
業
務
を
除
く
。
）
に
従
事
し
た
日
」
を
「
業
務
に
従
事
し

た
日
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
三
項
第
一
号
中
「
四
千
五
十
円
」
を
「
四
千
五
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
三

千
六
百
円
」
を
「
四
千
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
二
千
五
百
五
十
円
」
を
「
二
千
九
百
五
十
円

」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

「２
係
長
の
職
務

別
表
第
一
イ
の
表
中
「２

係
長
の
職
務

」
を

に
改
め
、
同
表
ハ
の
表
中
「

３
専
門
員
の
職
務

」

「１
薬
剤
局
長
又
は
医
療
技
術
局
長
の
職
務

薬
剤
局
長
又
は
医
療
技
術
局
長
の
職
務

」
を

に
改
め
る

２
院
長
補
佐
の
職
務

」

。

「

医
療
局
長

三
種

薬
剤
局
長

医
療
技
術
局
長

事
務
局
次
長

別
表
第
三
中
央
病
院
の
項
中

院
長
補
佐

四
種

を
医
療
局
次
長

医
療
局
の
部
長

医
療
技
術
局
次
長

看
護
局
長

」

「

医
療
局
長

三
種

薬
剤
局
長

医
療
技
術
局
長

看
護
局
長

事
務
局
次
長

に
改
め
、

院
長
補
佐

四
種

医
療
局
次
長

医
療
局
の
部
長



医
療
技
術
局
次
長

」

「

病
院
長

一
種

同
表
三
好
病
院
の
項
中

を

事
務
局
長

二
種

」

「

病
院
長

二
種

に
改
め
る
。

事
務
局
長

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
七
号

徳
島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
出
勤
の
記
録
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
出
勤
簿
（
様
式
第
七
号
）

に
押
印
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
出
勤
簿
及
び
」
を
「
前
項
の
規
定
に

よ
り
入
力
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
所
属
長
に
出
勤
簿
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
及
び
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
九
条
中
「
別
に
定
め
る
超
過
勤
務
（
夜
勤
、
休
日
勤
務
）
命
令
簿
又
は
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
を
「

当
該
勤
務
に
係
る
事
項
を
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
入
力
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
育
児
部
分
休
業
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
育
児
短
時
間
勤
務
等
及
び
育
児

休
業
等
の
承
認
の
請
求
手
続
等
」
を
「
育
児
部
分
休
業
（
管
理
者
が
別
に
定
め
る
子
の
養
育
の
た
め
の
部

分
休
業
を
い
う
。
）
」
に
、
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
を
利
用
で
き
る
場
合
は
、
部
分
休
業
の
承
認
及
び
取

消
の
請
求
は
」
を
「
当
該
育
児
部
分
休
業
に
係
る
手
続
の
う
ち
管
理
者
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は

」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
の
承
認
の
請
求
手
続
等
」
を
「
（
管
理
者
が
別
に
定
め
る
修
学
の
た
め
の
部
分
休
業
を

い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
の
承
認
の
請
求
手
続
等
」
を
「
（
管
理
者
が
別
に
定
め
る
高
齢
の
職
員
に
係
る
部
分

休
業
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
二
及
び
第
二
十
一
条
の
三
を
削
る
。

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
７
号

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
徳
島
県
病
院
局
病
院
事
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

２

徳
島
県
病
院
局
病
院
事
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島

県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
か
か
つ
た
」
を

「
か
か
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
「
第
十
四
条
第
三
項

」
を
「
第
十
九
条
第
三
項
」
に
、
「
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
」
を
「
徳

島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号
）
第
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
徳
島
県
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
育
児
部
分
休
業
」
に
、
「
部
分
休
業
等
」
を
「
育
児

部
分
休
業
等
」
に
改
め
る
。



徳
島
県
病
院
局
訓
令
第
一
号

徳
島
県
病
院
局
セ
ン
タ
ー
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
セ
ン
タ
ー
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
八
年
徳
島
県
病
院
局
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「
超
音
波
セ
ン
タ
ー

別
表
中
央
病
院
の
項
中
「
超
音
波
セ
ン
タ
ー
」
を

に
、
三
好
病
院
の
項
中
「

緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」

「
高
度
先
進
関
節
脊
椎
セ
ン
タ
ー

高
度
先
進
関
節
脊
椎
セ
ン
タ
ー
」
を

に
改
め
る
。

脳
神
経
セ
ン
タ
ー

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

浩

一

徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
文
化
教
育
課
」
を
削
り
、
「
体
育
学
校
安
全
課
」
を
「
体
育
健

康
安
全
課
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
の
表
人
権
教
育
課
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

学
校
教
育
課

学
力
向
上
推
進
室

第
五
条
の
二
の
表
体
育
学
校
安
全
課
の
項
中
「
体
育
学
校
安
全
課
」
を
「
体
育
健
康
安
全
課
」
に
改
め

る
。第

六
条
第
十
六
号
中
「
事
務
局
職
員
、
県
立
学
校
教
職
員
（
教
育
関
係
職
員
」
を
「
事
務
局
の
職
員
、

県
立
学
校
の
職
員
（
教
育
職
員
」
に
、
「
そ
の
他
の
」
を
「
及
び
」
に
、
「
そ
の
他
人
事
」
を
「
そ
の
他

の
人
事
及
び
定
数
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
号
中
「
事
務
局
職
員
、
県
立
学
校
教
職
員
そ
の
他
の
」
を
「

事
務
局
の
職
員
、
県
立
学
校
の
職
員
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
号
を
削
り
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「

教
育
関
係
職
員
」
を
「
教
育
職
員
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
号
と
し
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
事

務
局
職
員
、
県
立
学
校
そ
の
他
の
」
を
「
事
務
局
の
職
員
、
県
立
学
校
の
職
員
及
び
」
に
改
め
、
「
（
教

育
関
係
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
二
十
一
号
と
し
、
同
条
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十

二
号
と
し
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
八
号
及
び
第
二
十
九

号
を
削
り
、
第
三
十
号
を
第
二
十
七
号
と
す
る
。

第
六
条
の
二
第
一
号
中
「
教
職
員
」
を
「
事
務
局
の
職
員
、
県
立
学
校
の
職
員
、
県
費
負
担
教
職
員
及

び
教
育
機
関
の
職
員
（
以
下
「
教
職
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

地
教
行
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

五

徳
島
県
教
育
振
興
計
画
の
推
進
及
び
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
の
三
第
一
号
中
「
そ
の
他
の
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
中
「
教
育
関
係
職
員
」
を
「
教
育
職
員
」
に
、
「
そ
の
他
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め

、
同
条
第
二
号
中
「
そ
の
他
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
教

育
関
係
職
員
」
を
「
教
育
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
事
務
局
職
員
、
県
立
学
校
教
職
員
、
県

費
負
担
教
職
員
、
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員
（
以
下
「
教
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
「
教
職
員
」
に
改

め
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
事
務
局
職
員
、
県
立
学
校
そ
の
他
の
」
を
「
事
務
局
の
職
員
、
県
立
学
校
の
職
員

及
び
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
六

号
と
し
、
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
二
号
を
削
り
、
同
条
第
十
三
号
中
「
教
育

関
係
職
員
」
を
「
教
職
員
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
中
第
十
四
号
を
第
九
号
と
し
、

第
十
五
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
六
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
八
号
を
加
え
る
。



十
一

外
国
語
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

国
際
理
解
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

文
化
教
育
活
動
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

文
化
教
育
関
係
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

ユ
ネ
ス
コ
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

そ
の
他
文
化
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

著
作
権
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

徳
島
県
藍
青
賞
規
則
（
平
成
五
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
に
基
づ
く
藍
青
賞
の
授

与
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

学
力
向
上
推
進
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

教
育
課
程
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

学
習
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

教
科
書
そ
の
他
の
教
材
及
び
教
具
に
関
す
る
こ
と
。

四

学
校
図
書
館
そ
の
他
の
教
育
環
境
の
整
備
計
画
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

五

教
育
研
究
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
の
二
を
削
り
、
第
九
条
の
三
を
第
九
条
の
二
と
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
体
育
学
校
安
全
課
」
を
「
体
育
健
康
安
全
課
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
中
「
安
全
教
育
及
び
健
康
教
育
」
を
「
健
康
教
育
及
び
安
全
教
育
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

九

県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
授
業
料
及
び
受
講
料
に
関
す
る
こ
と
。

十

公
立
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

奨
学
金
事
業
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
二

徳
島
県
奨
学
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
二
中
「
総
括
整
理
す
る
」
の
下
に
「
も
の
と
す
る
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
表
室
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

学
力
向
上
推
進

課
内
室

上
司
の
命
を
受
け
、
課
内
室
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
所

室
長

属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
十
六
条
の
表
学
力
向
上
推
進
幹
の
項
中
「
学
力
向
上
推
進
幹
」
を
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
文
化
創
造
幹
」

に
、
「
、
学
力
向
上
」
を
「
、
外
国
語
教
育
及
び
文
化
教
育
」
に
改
め
、
同
表
防
災
・
健
康
教
育
幹
の
項

中
「
防
災
・
健
康
教
育
幹
」
を
「
健
康
・
食
育
推
進
幹
」
に
、
「
体
育
学
校
安
全
課
」
を
「
体
育
健
康
安

全
課
」
に
改
め
、
「
防
災
教
育
及
び
」
を
削
り
、
「
健
康
教
育
」
の
下
に
「
及
び
食
育
」
を
加
え
、
同
表

競
技
力
向
上
推
進
幹
の
項
中
「
体
育
学
校
安
全
課
」
を
「
体
育
健
康
安
全
課
」
に
改
め
、
同
表
回
帰
創
出

・
消
費
者
教
育
担
当
室
長
の
項
中
「
回
帰
創
出
・
消
費
者
教
育
担
当
室
長
」
を
「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
・
消
費
者
教

育
担
当
室
長
」
に
改
め
、
「
受
け
」
の
下
に
「
、
教
育
の
情
報
化
」
を
加
え
、
同
表
統
括
管
理
主
事
の
項

中
「
職
員
（
事
務
職
員
、
技
術
職
員
及
び
技
能
労
務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
「
教
育
職
員
」
に
改
め
、
同

表
室
長
補
佐
の
項
中
「
室
長
を
補
佐
し
、
又
は
」
を
削
り
、
同
表
管
理
主
事
の
項
中
「
職
員
（
事
務
職
員

、
技
術
職
員
及
び
技
能
労
務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
「
教
育
職
員
」
に
改
め
る
。



第
三
十
七
条
の
表
徳
島
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
の
項
中
「
学
校
教
育
課
」
を
「
学
力
向
上
推
進
室

」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
奨
学
金
審
査
委
員
会
の
項
を
削
り
、
同
表
徳
島
県
い
じ
め
問
題
等
対
策
審
議
会

の
項
中
「
人
権
教
育
課
」
を
「
い
じ
め
問
題
等
対
策
室
」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
社
会
教
育
委
員
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

徳
島
県
奨
学
金
審
査
委
員
会

生
涯
学
習
課

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
及
び
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び

専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

浩

一

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
及
び
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁

及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
中
「
共
通
」
を
削
り
、
同
表
服
務
関
係
事
項
の
項
第
一
号
イ
中
「
所
属
職
員
」
の
下

に
「
（
教
育
機
関
の
長
を
含
む
。
ロ
、
第
三
号
ロ
、
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
別
表
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
所
属
職
員
の
休
暇
（
結
核
性
疾
患
に
よ
る
病
気
休
暇
を
除
く
。
）

の
承
認
（
教
育
機
関
の
長
が
、
引
き
続
き
七
日
以
上
の
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
承
認

を
除
く
。
）

別
表
第
一
の
二
服
務
関
係
事
項
の
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則

七
―
一
）
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
五
条
の
五
第
二
項

及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
規
則
第
五
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
二
服
務
関
係
事
項
の
項
第
三
号
中
「
に
関
す
る
」
を
「
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
教
育

委
員
会
規
則
第
六
号
）
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
を
指
定
す
る
こ
と
。
」
を
「
の
指
定
」
に

改
め
、
同
号
ロ
及
び
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
所
属
職
員
の
時
間
外
勤
務
の
命
令

ハ

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
張
の
命
令
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
張
日
程
の
変

更
の
指
示
及
び
そ
の
事
後
承
認
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
復
命
の
受
理
及
び
そ
の
省

略
の
承
認
（
所
属
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

別
表
第
一
の
二
服
務
関
係
事
項
の
項
第
三
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
同
項
第
六
号
イ
中
「
（
当
該
機

関
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

別
表
第
二
第
一
号
１
中
「
職
員
」
を
「
所
属
職
員
（
県
立
学
校
の
長
を
含
む
。
以
下
こ
の
別
表
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
号
１
を
同
号
イ
と
し
、
同
号
中
２
を
ロ
と
し
、
３
を
ハ
と
し
、
４
を
ニ

と
し
、
同
表
第
二
号
イ
中
「
（
当
該
機
関
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
教
育

委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
、
「
者
が
そ
の
」
を
「
者
の
」
に
、
「
最
終
的
」
を
「

、
最
終
的
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰



り
下
げ
、
同
条
第
五
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六

学
校
運
営
協
議
会

組
織
規
則
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

七

附
属
機
関

組
織
規
則
第
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

別
表
第
一
の
表
第
一
項
第
五
号
中
「
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
（
服
務
規
則
第
十
四
条
第
二
項
又
は
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
教

育
政
策
課
長
の
同
意
を
要
す
る
期
間
に
係
る
承
認
に
あ
っ
て
は
、
当
該
同
意
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。

）
」
を
削
り
、
同
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
三
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
の
指
定
」
を
「
を
指
定
す
る

こ
と
。
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の
三
第
二
項
並
び

教
育
長

12
に
第
五
条
の
五
第
二
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
規
則
第
五
条

の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
（
副
教
育
長
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

。
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の
三
第
二
項
並
び

課
長

13
に
第
五
条
の
五
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
（

所
属
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

服
務
規
則
第
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
副
教
育
長
等
の
勤
務

教
育
長

14
時
間
等
を
指
定
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
表
第
七
項
中
「
そ
の
他
の
事
務
」
の
下
に
「
に
関
す
る
こ
と
。
」
を
加
え
、
同
項
第
六

号
中
「
第
百
三
十
四
条
第
三
項
」
を
「
同
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
教
育
政
策
課
の
表
第
五
項
第
一
号
中
「
臨
時
職
員
」
を
「
臨
時
的
任
用
職
員
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
組
織
規
則
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

別
表
第
二
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
室
の
表
第
一
項
中
「
教
職
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
教
職
員
課
の
表
第
一
項
第
一
号
中
「
教
職
員
」
を
「
職
員
」
に
、
「
臨
時
職
員
」
を
「
臨

時
的
任
用
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
組
織
規
則
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同

表
第
二
項
第
一
号
中
「
教
職
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
同
表
第
七
項
中
「
教
職
員
」
を
「
職
員
」
に

、
「
教
育
関
係
職
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
福
利
厚
生
課
の
表
第
一
項
中
「
教
職
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
学
校
教
育
課
の
表
第
一
項
第
一
号
中
「
法
第
四
条
（
」
の
下
に
「
法
」
を
加
え
、
同
項
第

二
号
中
「
許
可
」
を
「
認
可
」
に
改
め
、
同
表
中
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
二
項
と

し
、
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
三
項
と
し
、
第
七
項
を
削
り
、
同
表
第
八
項
中
「
教
育
関
係
職
員

」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
第
四
項
と
し
、
同
表
第
九
項
中
「
は
除
く
」
を
「
を
除
く
」
に

改
め
、
同
項
を
同
表
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

六

国
際
理
解
に
関
す
る
こ
と
。

１

国
際
理
解
に
関
す
る
指
導
、
助
言
等
を
行
う
こ
と
。

課
長

七

文
化
教
育
活
動
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

１

文
化
教
育
活
動
に
関
す
る
団
体
の
育
成
指
導
を
行
う
こ
と
。

課
長

八

ユ
ネ
ス
コ
に
関
す
る
こ
と
。

１

ユ
ネ
ス
コ
に
関
す
る
指
導
、
助
言
等
を
行
う
こ
と
。

課
長



九

著
作
権
に
関
す
る
こ
と
。

１

著
作
権
に
関
す
る
理
解
と
認
識
の
普
及
を
図
る
こ
と
。

課
長

別
表
第
二
学
校
教
育
課
の
表
第
十
項
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
第
一

号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
グ
ロ
ー
バ
ル
・
文
化
教
育
課
の
表
を
削
る
。

別
表
第
二
特
別
支
援
教
育
課
の
表
第
八
項
中
「
教
育
関
係
職
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
体
育
学
校
安
全
課
の
表
中
「
体
育
学
校
安
全
課
」
を
「
体
育
健
康
安
全
課
」
に
改
め
、
同

表
第
四
項
中
「
は
除
く
。
）
」
を
「
を
除
く
。
）
。
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
生
涯
学
習
課
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

七

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
に
関
す
る
こ
と
。

こ
の
項
に
お
い
て
、
「
法
」
と
は
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
を
い
う
。

１

法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
資
格
を
有

課
長

す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

２

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
権
者
に
対
し
、
就
学
支
援
金

課
長

を
支
給
す
る
こ
と
。

３

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
就
学
支
援
金
の
支
給
を
停
止
す
る

課
長

こ
と
。

４

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
就
学
支
援
金
の
支
払
を
一
時
差
し
止
め
る

課
長

こ
と
。

５

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
就
学
支
援
金
の
額
に
相
当
す
る

課
長

金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
。

八

奨
学
金
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

１

各
種
奨
学
生
の
候
補
者
を
決
定
す
る
こ
と
。

課
長

別
表
第
三
中
「
第
十
二
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
の
ロ
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
号
、

第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
四
号
」
を
「
第
十
三
号
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
、
第
十
八
号
ロ
及

び
第
二
十
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
中
「
課
内
室
の
」
を
「
課
内
室
に
お
け
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
い
じ
め
問
題
等
対
策
室
の
表
の
前
に
次
の
表
を
加
え
る
。

学
力
向
上
推
進
室

事
項
名

決
裁
権
者
等

一

教
育
課
程
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
は
、
徳
島
県
立
学
校
規
則
を
い
う
。

１

規
則
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
校
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
教
育
指

室
長

導
計
画
を
受
理
す
る
こ
と
。

二

学
習
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。



１

学
校
計
画
訪
問
指
導
等
の
実
施
要
綱
を
策
定
す
る
こ
と
。

教
育
長

三

教
科
書
そ
の
他
の
教
材
及
び
教
具
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

こ
の
項
に
お
い
て
、
「
法
」
と
は
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の

無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
を
、

「
施
行
令
」
と
は
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
十
四
号
）
を
、
「
措
置
法
」
と

は
教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

十
二
号
）
を
、
「
措
置
法
施
行
規
則
」
と
は
教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨

時
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
文
部
省
令
第
十
五
号
）
を
、
「
規

則
」
と
は
徳
島
県
立
学
校
規
則
を
い
う
。

１

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
教
科
用
図
書
の
適
正
な
採
択
の
た
め
の

室
長

研
究
に
関
し
て
計
画
し
、
及
び
実
施
す
る
と
と
も
に
、
地
教
委
等
の
行

う
教
科
用
図
書
の
採
択
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
指
導
、
助
言
又
は
援

助
を
行
う
こ
と
。

２

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徳
島
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議

室
長

会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
。

３

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
科
用
図
書
採
択
地
区
を
設
定

教
育
長

し
、
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
告
示
し
、
及
び
文
部

科
学
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
。

４

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
教
委
の
意
見
を
聴
く
こ
と
。

室
長

５

施
行
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
実
施
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
た
受
領
報

室
長

告
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

６

施
行
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
納
入
冊
数

室
長

集
計
表
及
び
受
領
証
明
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

７

施
行
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
冊
数
集
計
報
告
書
を
作

室
長

成
し
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
文
部
科
学
大
臣
に
提

出
し
、
並
び
に
納
入
冊
数
集
計
表
及
び
受
領
証
明
書
を
発
行
者
に
返
付

す
る
こ
と
。

８

施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
者

室
長

か
ら
教
科
用
図
書
の
給
与
を
受
け
た
児
童
及
び
生
徒
の
総
数
の
報
告
を

受
け
る
こ
と
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
県
内
の
給
与
を
受
け

た
児
童
及
び
生
徒
の
総
数
を
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
。

９

施
行
令
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
示
を
受

室
長

け
て
教
科
用
図
書
の
給
与
の
実
施
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
。

措
置
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
教
科
書
展
示
会
を
開
催
す
る
こ
と
。

室
長

10

措
置
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
教
科
書
目
録
を
小
学
校
等
に

室
長

11
配
布
す
る
こ
と
。

措
置
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
教
委
等
か
ら
教
科
書
の
需

室
長

12
要
数
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
県
内



の
教
科
書
の
需
要
数
を
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
。

措
置
法
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
者
か
ら
提
出

室
長

13
さ
れ
た
教
科
書
の
見
本
を
受
理
し
、
及
び
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
こ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
。

措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
地
教
委
等
か
ら
提
出
さ

室
長

14
れ
た
教
科
書
需
要
票
を
受
理
す
る
こ
と
。

措
置
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
教
科
書
需
要
集
計
一
覧

室
長

15
表
を
作
成
し
、
こ
れ
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
校
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
他
の
教
科
用

室
長

16
図
書
の
使
用
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
校
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
副
読
本
等
の

室
長

17
使
用
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

四

学
校
図
書
館
そ
の
他
の
教
育
環
境
の
整
備
計
画
指
導
に
関
す
る
こ
と
（

他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

１

学
校
図
書
館
そ
の
他
の
教
育
環
境
の
整
備
計
画
等
に
つ
い
て
指
導
す

室
長

る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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